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序

　

七
月
下
旬
か
ら
八
月
中
旬
に
か
け
て
、
上
尾
市
内
の
各
地
で
、
組
立
式
の
灯
籠
を
多
く
見
か
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ

は
大
山
灯
籠
と
か
石
尊
様
の
灯
籠
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
神
奈
川
県
伊
勢
原
市
の
大
山
阿
夫
利
神
社
を
信
仰
す
る
大
山
講

が
立
て
る
灯
籠
で
す
。
大
山
講
は
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
か
ら
大
正
に
か
け
て
関
東
周
辺
で
流
行
し
、
上
尾
市
域
で
は
、
群
馬

県
高
崎
市
の
榛
名
神
社
を
信
仰
す
る
榛
名
講
と
並
ん
で
、
ほ
と
ん
ど
の
地
区
で
行
わ
れ
て
い
た
伝
統
的
な
民
俗
信
仰
の
組
織
で

し
た
。
現
在
で
は
、
大
山
講
に
よ
る
代
参
は
極
め
て
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
大
山
灯
籠
を
立
て
る
行
事
、
大
山
灯
籠
行

事
だ
け
が
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
民
俗
行
事
は
、
上
尾
市
や
そ
の
周
辺
地
域
の
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
民
俗
信
仰
の
状
況
を
知
る
こ
と
の
で
き
る

貴
重
な
行
事
の
一
つ
で
す
。
上
尾
市
教
育
委
員
会
で
は
、
こ
の
大
山
灯
籠
行
事
を
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措
置
が
必
要
な
文

化
財
と
し
て
、
市
の
登
録
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
登
録
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
本
委
員
会
で
は
、
文
化
庁
の
補
助
金
を
受
け
て
、
現
在
上
尾
市
域
で
行
わ
れ
て
い
る
十
九
か
所
の
大
山
灯
籠
行
事
の

映
像
記
録
事
業
を
実
施
し
ま
し
た
。
本
書
は
そ
の
解
説
書
で
す
。
こ
の
事
業
で
制
作
し
た
映
像
記
録
と
共
に
、
本
解
説
書
を
御

活
用
い
た
だ
き
、
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
の
大
山
灯
籠
行
事
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
次
世
代
へ
と
継
承
し
て
い
く
一
助
と

な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

上
尾
市
無
形
民
俗
文
化
財
活
用
活
性
化
実
行
委
員
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１　

概
要

　

大
山
講
と
は
、
神
奈
川
県
伊
勢
原
市
の
大
山
阿
夫
利
神
社
を
信
仰
す
る
集
団
の
こ
と
で

あ
り
、
石
尊
講
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
大
山
阿
夫
利
神
社
が
古
く
は
大
山
石
尊
大
権

現
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

　

大
山
講
は
、
い
わ
ゆ
る
代
参
講
で
あ
り
、
毎
年
、
講
で
く
じ
引
き
な
ど
を
行
っ
て
選
ば

れ
た
者
が
、
全
講
員
の
代
理
で
参
拝
す
る
代
参
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
講
は
、

お
お
よ
そ
近
世
の
村
の
単
位
で
組
織
さ
れ
、
村
付
き
合
い
の
一
つ
と
し
て
大
山
講
を
含
む

代
参
講
を
行
っ
て
い
る
事
例
が
多
か
っ
た
。
上
尾
市
域
の
ほ
と
ん
ど
の
村
は
、
基
本
的
に

農
村
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
農
業
の
神
様
と
し
て
、
大
山
阿
夫
利
神
社
を
信
仰
し
た
。
こ
れ

は
大
山
阿
夫
利
神
社
が
、
雨
降
山
と
も
呼
ば
れ
、
農
業
に
必
要
な
水
を
差
配
す
る
神
と
さ

れ
る
た
め
で
、
作
神
様
と
い
わ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、「
出
世
の
神
」
と
い
う
信
仰
も
あ
り
、

男
の
子
、
特
に
長
男
が
十
五
歳
く
ら
い
に
な
る
と
、
代
参
の
人
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う

も
の
と
さ
れ
た
。

２　

大
山
講
と
代
参

　

代
参
の
時
期
は
、
春
か
夏
の
山
開
き
の
時
期
に
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
本
来
、
大
山
阿

夫
利
神
社
は
、
山
開
き
と
い
っ
て
七
月
二
十
七
日
か
ら
八
月
十
七
日
ま
で
の
間
に
参
拝
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、他
の
代
参
講
も
含
め
、春
先
の
代
参
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

明
治
二
十
年
代
に
四
月
十
五
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
（
後
に
四
月
五
日
か
ら
二
十
日
ま
で

に
変
更
）
を
春
山
と
し
て
、
山
開
き
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

大
山
講
は
、
代
参
の
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
が
大
山
の
山
麓
に
あ
る
先
導
師
と
呼
ば
れ
る

家
の
世
話
に
な
る
。
御
師
と
も
呼
ば
れ
る
先
導
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
と
の
連
絡
、
代
参

者
の
接
待
や
宿
泊
、
神
社
の
参
拝
や
お
札
の
用
意
な
ど
、
大
山
で
の
代
参
者
の
一
切
の
世

話
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

上
尾
市
域
の
大
山
講
で
は
、明
治
初
年
に
書
か
れ
た
『
開
導
記
』（
大
山
阿
夫
利
神
社
蔵
）

に
よ
る
と
、
小
川
浅
吉
、
山
田
仁
作
、
沼
野
一
路
、
丸
山
安
治
、
逸
見
民
衛
、
鈴
野
為
太
郎
、

水
島
長
次
郎
の
七
人
の
先
導
師
に
、
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
山
田
仁
作
に
つ
い

て
は
、
明
治
二
十
二
年
十
一
月
十
一
日
に
内
海
政
雄
に
譲
る
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
上

尾
市
内
で
代
参
し
て
い
る
の
は
中
分
中
組
だ
け
で
あ
る
。
中
分
は
、『
開
導
記
』
に
よ
る

と
、
担
当
す
る
先
導
師
は
丸
山
安
治
で
あ
る
が
、
現
在
は
青
木
将
三
の
世
話
に
な
っ
て
い

る
。
先
導
師
・
青
木
将
三
は
、
現
在
「
青
木
館
」
と
し
て
「
と
う
ふ
ゆ
ば
会
席
」
の
店
を

営
業
し
な
が
ら
、
先
導
師
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
十
七
年
ま
で
代
参
を
行
っ

て
い
た
須
ケ
谷
で
は
、『
開
導
記
』
に
あ
る
小
川
浅
吉
の
玄
孫
・
小
川
恵
巳
の
世
話
に
な
っ

て
い
る
。
小
川
恵
巳
は
、
現
在
「
と
う
ふ
処
小
川
家
」
と
し
て
豆
腐
料
理
店
を
営
業
し
な

が
ら
、
先
導
師
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

大
山
講
と
大
山
灯
籠

大山大山阿夫利神社
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大山灯籠行事　灯籠の設置場所

① 二ツ宮　二ツ宮公民館
② 柏座　　春日神社
③ 谷津　　観音堂
④ 中分　　中分公民館
⑤ 藤波　　天神氷川八幡合社
⑥ 浅間台　氷川神社
⑦ 弁財　　浅間神社
⑧ 領家　　農村センター
⑨ 畔吉　　諏訪神社
⑩ 町谷　　町谷区公民館

⑪ 箕の木　　浅間社境内
⑫ 上新梨子　上新梨子集会所
⑬ 西門前　　路傍（庚申様の隣）
⑭ 菅谷　　　路傍（庚申塔の隣）
⑮ 須ケ谷　　第六天神社
⑯ 地頭方　　薬師堂
⑰ 向山本村　稲荷神社
⑱ 向山新田　路傍（庚申塔の隣）
⑲ 堤崎　　　愛宕神社

３　

大
山
灯
籠
行
事

　

大
山
灯
籠
は
、
石
尊
様
の
灯
籠
、
石
尊
灯
籠
、
灯
籠
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
大
山
阿
夫

利
神
社
の
山
開
き
の
時
期
で
あ
る
七
月
二
十
六
日
か
ら
八
月
十
六
日
の
間
に
立
て
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。

　

大
山
灯
籠
の
多
く
は
木
製
の
組
立
式
で
、
本
体
は
明
か
り
を
入
れ
る
火
袋
と
こ
れ
を
載
せ

る
た
め
の
一
本
の
竿
で
構
成
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
周
囲
に
は
高
さ
二
～
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
竹
を
四
本
立
て
、
こ
れ
に
注
連
縄
を
張
る
の
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。
火
袋
も
多
く
は

木
製
で
あ
る
が
、
西
門
前
、
藤
波
で
は
金
属
製
の
火
袋
を
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
畔
吉
と
領

家
で
は
、
木
製
の
組
立
式
の
灯
籠
で
な
く
、
常
設
の
石
灯
籠
を
大
山
灯
籠
と
し
て
い
る
。

　

大
山
灯
籠
を
立
て
る
場
所
は
、
道
端
に
立
て
る
と
い
う
例
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

現
在
は
、
神
社
や
寺
・
堂
、
地
区
の
集
会
施
設
に
立
て
る
例
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　

灯
籠
を
立
て
る
日
は
、
大
山
の
山
開
き
の
初
日
で
あ
る
七
月
二
十
六
日
前
後
が
一
般
的

で
、
こ
の
日
の
こ
と
を
灯
籠
立
て
、
灯
籠
始
め
な
ど
と
い
う
。
一
方
、
灯
籠
を
倒
す
の
は

八
月
十
六
日
が
一
般
的
で
、
灯
籠
倒
し
、
灯
籠
返
し
、
灯
籠
仕
舞
い
、
灯
籠
終
わ
り
、
灯

籠
納
め
な
ど
と
い
う
。

　

灯
籠
に
は
、
立
て
て
い
る
期
間
、
毎
晩
火
を
灯
す
。
か
つ
て
は
、
灯
明
皿
に
菜
種
油
な

ど
を
入
れ
、
灯
芯
に
火
を
灯
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
で
も
一
部
地
域
で
は
ろ
う
そ
く

で
灯
す
と
い
う
地
区
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
地
区
で
は
電
線
を
灯
籠
に
通
し
て
、
電
球

で
明
か
り
を
灯
し
て
い
る
。

浅間台の大山灯籠行事
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【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

二
ツ
宮
地
区
で
は
、
古
く
か
ら
あ
る
家
で
構
成
さ
れ
る
、
農
家
組
合
が

大
山
講
と
し
て
大
山
灯
籠
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
三
十
一
軒

が
講
に
参
加
し
て
い
た
。
講
元
の
家
に
残
る
大
山
講
の
帳
面
に
よ
る
と
、

二
ツ
宮
地
区
の
御
師
は
小
川
家
で
あ
る
。
現
在
は
五
年
に
一
度
、
大
山
講

の
行
事
と
し
て
全
員
で
大
山
阿
夫
利
神
社
を
参
拝
し
、
そ
の
年
に
大
山
灯

籠
を
立
て
て
い
る
。
当
番
が
灯
籠
行
事
を
行
う
。
当
番
は
、
五
つ
の
地
区

か
ら
一
人
ず
つ
選
ば
れ
た
五
人
で
あ
る
。
毎
年
三
月
十
五
日
に
、
他
の
講

と
と
も
に
く
じ
引
き
に
よ
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。

【
灯
籠
立
て
】

　

灯
籠
を
立
て
る
の
は
、
大
山
の
山
開
き
で
あ
る
七
月
二
十
七
日
で
、
朝

か
ら
昼
に
か
け
て
行
う
。
こ
の
日
の
こ
と
を
「
灯
籠
立
て
」
と
い
う
。
当

日
は
、
当
番
と
地
区
の
住
民
が
集
ま
り
、
灯
籠
を
立
て
る
。

　

立
て
終
わ
る
と
、
公
民
館
で
、
夕
方
ま
で
懇
親
会
が
開
か
れ
る
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
あ
る
。
現
在
の
も
の
は
二
代
目
で
あ
り
、

以
前
の
も
の
は
公
民
館
の
火
災
に
よ
り
焼
失
し
て
い
る
。

　

灯
籠
立
て
の
日
か
ら
、
毎
晩
灯
籠
に
火
を
灯
す
。
灯
明
は
、
現
在
は
自

動
で
電
球
を
点
灯
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
、
灯
明
皿
で
夕
方
か
ら
翌
日

の
朝
に
か
け
て
火
を
灯
し
て
い
た
。

【
設
営
】

　

二
ツ
宮
公
民
館
の
敷
地
内
に
立
て
る
。
現
在
の
場
所
は
三
か
所
目
で
、

以
前
は
地
区
内
の
辻
に
立
て
て
い
た
。
二
ツ
宮
公
民
館
は
、
か
つ
て
観
音

坊
と
い
う
村
持
ち
の
坊
で
あ
っ
た
。

　

灯
籠
の
周
囲
に
五
角
形
に
な
る
よ
う
五
本
の
竹
を
立
て
る
。
竹
は
二
年

目
の
も
の
を
使
う
。
長
さ
は
、
三
メ
ー
ト
ル
五
十
セ
ン
チ
で
あ
る
。
こ
の

竹
に
、
途
中
で
接
ぐ
こ
と
な
く
一
本
で
仕
上
げ
る
よ
う
に
、
複
雑
に
縄

を
張
る
（
写
真
２
・
３
）。
縄
は
、
二
本
の
縄
を
一
本
に
な
い
、
長
さ
は

三
十
六
尋ひ

ろ

（
一
尋
は
、
大
人
が
両
手
を
左
右
に
広
げ
た
長
さ
。
約
一
メ
ー

ト
ル
八
十
セ
ン
チ
）
と
決
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
二
通
り
の
結
び
方
が
伝

わ
る
。
こ
の
縄
に
紙し

で垂
を
飾
り
付
け
る
。

【
灯
籠
返
し
】

　

灯
籠
を
片
付
け
る
の
は
、
八
月
十
七
日
で
「
灯
籠
返
し
」
と
い
う
。
当

日
の
朝
、
当
番
の
五
人
が
集
ま
り
、
三
十
分
ほ
ど
で
終
了
す
る
。
灯
籠
返

し
の
後
は
、
懇
親
会
が
開
か
れ
る
。

竹の立て方・縄の結び方(写真３)

二ツ宮地区に伝わる縄の結び順番(写真２)
右図の結び方は、江戸時代より伝わって
いるという

二ツ宮の大山灯籠(写真１)

二
ツ
宮
の
大
山
灯
籠
行
事

保
持
団
体　

二
ツ
宮
農
家
組
合
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【
石
尊
講
と
大
山
灯
籠
】

　

柏
座
地
区
で
は
、
石
尊
講
が
大
山
灯
籠
行
事
を
行
う
。
石
尊
講
は
、
柏

座
の
農
家
の
人
た
ち
が
行
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
、
昔
か

ら
住
ん
で
い
る
数
軒
が
自
主
的
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
は
、
大

山
に
参
拝
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
灯
籠
を
立
て
る
の
み
で
あ
る
。
ま

た
、
参
拝
を
す
る
者
は
希
望
者
を
募
っ
て
い
た
。
農
業
神
や
出
世
の
神
様

と
し
て
崇
敬
さ
れ
、
十
歳
く
ら
い
に
な
る
と
初
め
て
親
に
連
れ
ら
れ
て
行

き
、
帰
り
は
江
の
島
を
回
っ
て
海
を
見
て
帰
っ
て
来
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
大
山
阿
夫
利
神
社
の
山
開
き
の
間
、
お
参
り
を
す
る
代
わ
り
に

立
て
る
、
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
。

【
灯
籠
立
て
】

　

七
月
二
十
六
日
の
午
後
四
時
頃
に
灯
籠
を
立
て
る
。
こ
れ
を
「
灯
籠
立

て
」
と
い
う
。
講
員
四
名
が
、
当
番
な
ど
は
設
け
ず
、
全
員
で
灯
籠
を
立

て
る
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
あ
る
。
灯
明
は
、
現
在
電
球
で
点
灯
し
て

い
る
。

【
設
営
】

　

現
在
は
、
柏
座
の
鎮
守
で
あ
る
春
日
神
社
の
境
内
に
、
大
山
灯
籠
を
立

て
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
火
の
見
の
あ
っ
た
場
所
に
立
て
て
い
た
が
、
戦

後
に
火
の
見
が
現
在
の
柏
座
集
会
所
に
移
り
、
灯
籠
も
そ
こ
に
立
て
た
。

そ
の
後
、
昭
和
三
十
年
代
以
降
に
、
春
日
神
社
に
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

灯
籠
を
囲
む
よ
う
に
竹
を
四
方
に
立
て
、
注
連
縄
を
張
る
。
竹
は
講
員

の
家
か
ら
、
紙
垂
や
御
幣
は
、
神
職
か
ら
貰
い
受
け
て
い
る
。
灯
籠
を
立

て
た
後
は
、野
菜
や
御
神
酒
な
ど
を
お
供
え
し
（
写
真
６
）、拝
礼
の
後
に
、

公
民
館
に
て
直
会
を
行
う
。

【
灯
籠
倒
し
】

　

八
月
十
七
日
の
午
後
四
時
頃
に
灯
籠
を
片
付
け
る
。
こ
れ
を
「
灯
籠
倒

し
」
と
い
う
。
灯
籠
立
て
と
同
様
に
、野
菜
や
御
神
酒
な
ど
を
お
供
え
し
、

拝
礼
の
後
に
、
公
民
館
に
て
直
会
を
行
う
。

お供え(写真６)

柏座の大山灯籠(写真４)

柏
座
の
大
山
灯
籠
行
事

保
持
団
体　

柏
座
石
尊
講

火袋の設置(写真５)
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【
設
営
】

　

大
山
灯
籠
は
、
現
在
、
谷
津
町
内
会
で
管
理
し
て
い
る
観
音
堂
の
境
内

に
立
て
て
い
る
。
古
く
は
谷
津
一
丁
目
七
番
付
近
の
火
の
見
や
ぐ
ら
が

あ
っ
た
場
所
に
立
て
て
い
た
。

　

大お
お
ぬ
さ麻

を
手
に
し
た
会
員
を
先
頭
に
、
公
民
館
の
倉
庫
か
ら
、
境
内
の
設

置
場
所
ま
で
会
員
が
一
列
に
な
り
灯
籠
を
運
び
出
し
、
設
営
が
始
ま
る
。

　

灯
籠
を
立
て
る
穴
を
掘
り
、
竿
を
立
て
る
。
木
柵
を
設
置
し
、
火
袋
を

載
せ
、
灯
籠
を
囲
む
よ
う
に
し
て
竹
を
四
方
に
立
て
、
注
連
縄
を
張
る
。

注
連
縄
に
紙
垂
を
飾
り
付
け
、
野
菜
や
御
神
酒
を
お
供
え
し
て
、
拝
礼
を

終
え
る
と
、
直
会
の
後
に
、
公
民
館
で
の
懇
親
会
と
な
る
。

【
灯
籠
倒
し
】

　

八
月
十
七
日
を
「
灯
籠
倒
し
」
と
い
い
、
午
後
四
時
頃
に
灯
籠
を
片
付

け
る
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

谷
津
地
区
で
は
、
谷
津
一
丁
目
と
谷
津
二
丁
目
で
構
成
さ
れ
る
谷
津
町

内
会
の
町
会
役
員
や
顧
問
な
ど
有
志
十
数
名
で
、
大
山
灯
籠
行
事
を
行
っ

て
い
る
。
か
つ
て
は
大
山
講
が
存
在
し
た
が
、
現
在
で
は
な
く
な
っ
て
い

る
。

【
灯
籠
立
て
】

　

七
月
二
十
七
日
を
「
灯
籠
立
て
」
と
い
い
、
午
後
四
時
頃
に
灯
籠
を
立

て
る
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
、
灯
籠
を
囲
む
木
柵
が
あ
る
。
灯
明
は
、

現
在
灯
し
て
い
な
い
。
か
つ
て
は
、
ろ
う
そ
く
で
火
を
灯
し
、
公
民
館
に

泊
ま
っ
て
、
毎
晩
灯
明
番
を
し
て
い
た
と
い
う
。

　

ま
た
、灯
籠
の
火
袋
や
竿
に
は
、龍
の
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る（
写
真
８
）。

谷
津
の
大
山
灯
籠
行
事

保
持
団
体　

谷
津
町
内
会

穴を掘り、竿を立てる(写真９)

谷津の大山灯籠
(写真７)

竿に彫られた龍の彫刻(写真８)
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四
人
で
行
い
、
作
業
終
了
後
は
直
会
と
な
る
。
期
間
は
、
講
員
の
人
数
分

で
あ
る
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
、
灯
籠
を
囲
む
木
柵
が
あ
る
。
灯
明
は
、

か
つ
て
は
菜
種
油
の
灯
明
皿
を
使
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
オ
イ
ル
ラ
ン

プ
を
使
用
し
て
い
る
。
灯
明
番
は
、
講
員
が
毎
日
交
代
で
行
う
た
め
、
す

べ
て
の
講
員
の
担
当
が
終
了
し
た
ら
、
灯
籠
を
片
付
け
る
。
な
お
、
火
袋

に
は
、「
大
山
石
尊
大
権
現
」
と
銘
の
あ
る
奉
納
木
太
刀
が
張
り
付
け
ら
れ

て
い
る
（
写
真
12
）。

【
設
営
】

　

中
分
公
民
館
の
敷
地
内
に
立
て
る
。
以
前
は
、
路
傍
に
立
て
て
い
た
と

い
う
。
木
柵
を
設
置
し
、
灯
籠
を
立
て
、
木
柵
の
四
隅
に
竹
を
立
て
、
そ

の
竹
に
注
連
縄
を
二
段
に
張
り
、
紙
垂
を
飾
り
付
け
る
。

【
灯
籠
倒
し
】

　

八
月
十
八
日
の
朝
に
、
袋
地
区
と
小
谷
津
地
区
か
ら
当
番
が
一
人
ず
つ

出
て
二
人
で
灯
籠
を
片
付
け
る
。

注連縄に紙垂を飾り付ける
(写真11)

火袋に張り付けられた
奉納木太刀（「大山石尊
大権現」の銘）
(写真12)

【
石
尊
講
と
大
山
灯
籠
】

　

中
分
中
組
の
袋
地
区
と
小
谷
津
地
区
で
は
、
石
尊
講
の
講
社
が
、
大
山

灯
籠
行
事
を
行
い
、
石
尊
様
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
講
中
か
ら
選
ば
れ
た

当
番
、
袋
地
区
と
小
谷
津
地
区
で
二
人
ず
つ
の
四
人
が
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
現
在
も
毎
年
、
石
尊
講
に
よ
る
代
参
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
月

二
十
四
日
の
お
精
進
の
際
に
、
講
員
の
名
前
の
書
か
れ
た
く
じ
を
引
き
、

そ
の
年
に
代
参
を
す
る
二
人
を
決
め
る
。
初
め
、
く
じ
は
講
員
の
数
だ
け

あ
り
、
代
参
し
た
人
か
ら
抜
け
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
す
べ
て
の
講
員
が

代
参
を
終
え
る
と
、
新
た
に
く
じ
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
、
講
員
は

二
十
一
人
の
た
め
、
お
よ
そ
十
一
年
に
一
度
く
じ
を
作
っ
て
い
る
。
大
山

に
は
、
中
分
上
組
の
冠
木
地
区
・
糀
谷
地
区
の
石
尊
講
か
ら
選
ば
れ
た
一

人
と
計
三
人
で
代
参
し
て
い
る
。
な
お
、
冠
木
地
区
・
糀
谷
地
区
で
は
、

大
山
灯
籠
は
立
て
て
い
な
い
。

【
灯
籠
立
て
】

　

七
月
二
十
七
日
の
昼
食
後
、
午
後
三
時
く
ら
い
に
立
て
始
め
る
。
当
番

中
分
の
大
山
灯
籠
行
事

保
持
団
体　

中
分
中
組
講
社

中分の大山灯籠
(写真10)



1415

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
組
立
式
で
、
火
袋
の
部
分
が
金
属
製
、
竿
が
木
製
で
あ
る
。

枠
に
ガ
ラ
ス
を
は
め
た
街
灯
風
の
つ
く
り
に
な
っ
て
い
る
。
灯
明
は
、
神

社
の
氏
子
総
代
四
人
が
、
五
日
交
代
で
毎
晩
、
灯
籠
に
ろ
う
そ
く
を
灯
し

て
い
る
。
か
つ
て
は
、藤
波
の
す
べ
て
の
家
に
順
番
に
油
が
回
っ
て
来
て
、

一
軒
が
一
晩
火
を
灯
し
た
と
い
う
。

【
設
営
】

　

神
社
境
内
に
あ
る
、
狛
犬
の
脇
に
立
て
る
。
灯
籠
の
周
囲
に
竹
は
立
て

ず
、
注
連
縄
は
張
ら
な
い
。
灯
籠
は
、
立
て
る
前
に
清
掃
す
る
。

【
灯
籠
仕
舞
い
】

　

八
月
十
七
日
の
夕
方
に
灯
籠
を
倒
す
。
こ
れ
を
「
灯
籠
仕
舞
い
」
と
い

う
。
最
後
に
灯
籠
に
火
を
灯
し
、
灯
明
が
消
え
る
ま
で
、
氏
子
総
代
四
人

は
飲
食
を
し
な
が
ら
待
機
す
る
。
以
前
は
、
社
務
所
で
飲
食
を
し
て
い
た

と
い
う
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

藤
波
地
区
で
は
、
現
在
、
鎮
守
で
あ
る
天
神
氷
川
八
幡
合
社
で
、
大
山

灯
籠
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
大
山
講
の
関
連
行
事
と
さ
れ
、
大
山
阿
夫
利

神
社
を
石
尊
様
と
い
う
こ
と
か
ら
、
大
山
石
尊
様
の
灯
籠
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
こ
の
行
事
は
、
神
社
の
氏
子
総
代
の
四
人
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
。

　

現
在
、
講
員
の
高
齢
化
に
と
も
な
い
講
は
解
散
し
、
代
参
は
行
わ
れ
て

い
な
い
。
か
つ
て
代
参
者
は
、
く
じ
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
。
平
成

に
な
っ
て
か
ら
は
、
希
望
者
が
代
参
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
出
世
の

神
様
と
い
わ
れ
、
二
十
歳
に
な
っ
た
者
が
代
参
に
同
行
し
た
と
い
う
。
代

参
を
す
る
日
は
、
御
師
の
都
合
に
合
わ
せ
て
決
め
て
い
た
た
め
、
特
定
し

て
い
な
か
っ
た
。

【
灯
籠
始
め
】

　

七
月
二
十
七
日
を
「
灯
籠
始
め
」
と
い
い
、昼
過
ぎ
に
灯
籠
を
立
て
る
。

藤
波
の
大
山
灯
籠
行
事

保
持
団
体　

天
神
氷
川
八
幡
合
社

神社の狛犬の前に、灯籠を立てる
(写真14)

火袋の清掃(写真15)
藤波の大山灯籠
(写真13)



1617

立
て
た
後
は
、
氷
川
神
社
の
社
務
所
に
て
直
会
を
行
う
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、木
製
の
組
立
式
で
あ
る
。灯
明
は
、現
在
電
球
で
灯
し
て
い
る
。

【
設
営
】

　

浅
間
台
地
区
の
神
社
で
あ
る
、
氷
川
神
社
境
内
に
立
て
る
。
浅
間
台
の

こ
と
を
古
く
は
沖
の
上
と
い
い
、
当
時
は
薬
王
寺
境
内
に
立
て
て
い
た
。

　

灯
籠
を
囲
む
よ
う
に
周
囲
に
四
本
の
竹
を
立
て
、
灯
籠
を
立
て
る
。
灯

籠
を
立
て
る
穴
は
常
設
さ
れ
、
普
段
は
蓋
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

竹
を
採
る
場
所
は
、
特
定
し
て
い
な
い
。

　

四
方
に
立
て
た
竹
に
注
連
縄
を
張
り
、
紙
垂
を
飾
り
付
け
る
。
火
袋
の

中
に
御
幣
を
立
て
、
御
神
酒
を
祀
る
。
参
加
者
全
員
で
拝
礼
を
し
て
、
社

務
所
で
の
直
会
へ
と
移
行
す
る
。

【
灯
籠
納
め
】

　

八
月
十
七
日
「
灯
籠
納
め
」
の
昼
過
ぎ
に
倒
す
。
そ
の
後
、
灯
籠
始
め

と
同
様
に
氷
川
神
社
の
社
務
所
に
て
直
会
が
行
わ
れ
る
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

浅
間
台
地
区
で
は
、
現
在
、
町
内
会
で
あ
る
浅
間
台
区
が
大
山
灯
籠
行

事
を
行
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
運
営
は
、
昔
か
ら
浅
間
台
に
住
ん
で
い
た

三
十
軒
ほ
ど
で
組
織
す
る
共
有
会
と
い
う
組
織
が
行
っ
て
い
た
が
、
共
有

会
と
浅
間
台
区
が
協
定
を
結
び
、
現
在
は
浅
間
台
区
で
行
う
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
担
当
は
浅
間
台
区
の
祭
典
部
で
あ
る
。

　

か
つ
て
、
大
山
講
に
は
二
十
軒
く
ら
い
が
参
加
し
、
毎
年
く
じ
で
四
人

が
選
ば
れ
、
代
参
し
て
い
た
と
い
う
。
代
参
は
、
戦
時
中
に
御
師
の
食
料

や
交
通
手
段
の
問
題
に
よ
り
中
断
し
、
昭
和
二
十
六
年
ご
ろ
に
一
度
再
開

さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
講
に
よ
る
代
参
は
な
く
な
っ
た
が
、
何
年
か
お
き

に
希
望
者
の
み
に
よ
る
大
山
阿
夫
利
神
社
へ
の
参
拝
を
行
っ
て
い
る
。

　

平
成
二
十
五
年
度
は
、
浅
間
台
区
の
祭
典
部
の
研
修
と
し
て
参
拝
し
た
。

【
灯
籠
始
め
】

　

七
月
二
十
六
日
「
灯
籠
始
め
」
の
昼
過
ぎ
に
灯
籠
を
立
て
る
。
灯
籠
を

浅
間
台
の
大
山
灯
籠
行
事

保
持
団
体　

浅
間
台
区
祭
典
部

笹竹の位置を決め、
注連縄を張る
(写真17)

浅間台氷川神社
年中行事(写真18)
神社の年中行事の
一つになっている 浅間台の大山灯籠(写真16)
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【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
あ
る
。
灯
明
は
、
灯
明
番
に
し
た
が
い
家

順
に
八
月
十
六
日
ま
で
、
毎
晩
ろ
う
そ
く
で
火
を
灯
す
。
か
つ
て
は
、
油

で
火
を
灯
し
、
そ
の
油
を
家
並
み
順
に
回
し
て
い
た
と
い
う
。

【
設
営
】

　

周
囲
に
は
、
灯
籠
を
覆
う
く
ら
い
の
高
さ
の
真
竹
を
四
本
立
て
、
こ
れ

に
注
連
縄
を
巡
ら
し
、
紙
垂
を
飾
り
付
け
る
。
竹
は
、
講
中
の
家
か
ら
貰

い
受
け
て
い
る
。
灯
籠
の
支
柱
に
添
う
よ
う
に
、
地
面
に
御
幣
を
挿
す
。

こ
の
御
幣
や
紙
垂
は
、
神
職
か
ら
貰
い
受
け
て
い
る
。

【
灯
籠
じ
ま
い
】

　

八
月
十
七
日
の
朝
に
灯
籠
を
倒
す
。
こ
れ
を
「
灯
籠
じ
ま
い
」と
い
う
。

こ
の
作
業
も
年
当
番
が
行
う
。
ま
た
、
灯
籠
じ
ま
い
の
と
き
に
は
宴
席
は

設
け
て
い
な
い
。

【
石
尊
様
と
大
山
灯
籠
】

　

弁
財
地
区
で
は
、古
く
か
ら
弁
財
に
住
む
十
数
軒
の
家
が
中
心
と
な
り
、

大
山
灯
籠
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
地
区
で
は
、
石
尊
様
の
灯
籠
と
呼
ん
で

い
る
。
多
く
が
昔
の
農
家
組
合
の
構
成
員
で
あ
り
、
弁
財
浅
間
神
社
の
氏

子
で
も
あ
る
。
氏
子
の
年
当
番
二
人
が
中
心
と
な
り
、
灯
籠
を
立
て
る
。

【
灯
籠
立
て
】

　

七
月
二
十
七
日
の
朝
、
浅
間
神
社
境
内
に
立
て
る
。
こ
れ
を
「
灯
籠
立

て
」
と
い
う
。
現
在
で
は
、
二
十
七
日
以
前
に
立
て
る
こ
と
も
あ
る
。
ま

た
、
灯
籠
立
て
終
了
後
は
、
か
つ
て
は
年
当
番
の
家
で
宴
席
を
盛
大
に
設

け
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
簡
単
な
飲
食
を
行
う
の
み
で
あ
る
。

　

灯
籠
は
立
て
る
前
に
、
倉
庫
か
ら
出
し
た
後
、
弁
財
ふ
れ
あ
い
会
館
に

て
洗
浄
し
、
火
袋
の
障
子
を
張
り
替
え
る
。

弁
財
の
大
山
灯
籠
行
事

保
持
団
体　

弁
財
浅
間
神
社
氏
子
会

大山灯籠行事のセット(写真21)
中央の筒に、ろうそくが入っている

笹竹を立てる(写真20)

弁財の大山灯籠(写真19)
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三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
一
月
吉
日
」
の
紀
年
銘
、
左
側
面
に
は
願
主
名

と
製
作
石
工
で
あ
る
「
川
越　

石
工
富
沢
久
助
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

灯
明
は
、
飾
り
付
け
た
そ
の
日
に
だ
け
、
ろ
う
そ
く
を
灯
す
が
、
そ
の

後
は
、
特
に
火
を
灯
す
当
番
は
な
い
。

【
設
営
】

　

石
灯
籠
は
、
現
在
は
農
村
セ
ン
タ
ー
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
灯
籠
立
て

当
日
の
午
後
、
農
村
セ
ン
タ
ー
に
当
番
が
集
ま
り
「
灯
籠
立
て
」
を
始
め

る
。
灯
籠
は
石
製
の
た
め
、
組
み
立
て
は
な
い
。
朝
に
採
り
、
準
備
し
て

お
い
た
竹
を
、
灯
籠
の
周
囲
を
囲
む
よ
う
に
四
本
立
て
る
。
こ
の
竹
に
注

連
縄
を
二
段
に
張
る
。
上
段
の
注
連
縄
に
紙
垂
を
飾
り
付
け
、
灯
籠
の
竿

に
御
幣
を
立
て
、
固
定
す
る
。
食
物
や
御
神
酒
な
ど
を
お
供
え
し
て
、
祓

詞
を
あ
げ
、
拝
礼
を
し
た
後
に
、
灯
籠
に
火
を
灯
す
。
灯
籠
を
立
て
た
後

は
、
簡
単
な
直
会
を
行
う
。

【
灯
籠
倒
し
】

　

灯
籠
立
て
か
ら
約
一
週
間
後
に
「
灯
籠
倒
し
」
を
行
う
。
平
成
二
十
五
年

度
は
、
八
月
二
日
の
午
後
に
行
っ
た
。
灯
籠
を
飾
っ
た
竹
、
注
連
縄
、
御
幣

を
撤
去
す
る
。
灯
籠
倒
し
は
、
当
番
の
み
で
行
い
、
簡
単
な
直
会
が
あ
る
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

領
家
地
区
全
体
か
ら
の
当
番
四
人
、
さ
し
番
四
人
の
合
計
八
人
が
大
山

灯
籠
行
事
を
担
当
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
講
が
存
在
し
た
が
、
現
在
は
存

在
せ
ず
、
そ
の
当
時
を
知
る
人
は
い
な
い
。

【
灯
籠
立
て
】

　

七
月
下
旬
に
「
灯
籠
立
て
」
を
行
う
。
平
成
二
十
五
年
度
は
、
七
月

二
十
六
日
の
午
後
に
行
っ
て
い
る
。
そ
の
日
の
朝
に
竹
を
採
り
、
午
後
に

灯
籠
を
立
て
る
。
灯
籠
立
て
は
、当
番
と
さ
し
番
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

領
家
地
区
の
大
山
灯
籠
は
、
木
製
の
灯
籠
で
は
な
く
、
石
灯
籠
が
常
設

さ
れ
て
い
る
。
火
袋
の
奥
に
「
三
つ
穴
紋
」が
、左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
「
日
」・

「
月
」
の
透
か
し
彫
り
が
あ
る
。
竿
部
正
面
に
は
「
阿
夫
利
神
社
」
と
大

き
く
刻
ま
れ
、
基
礎
正
面
に
「
奉
納
」
と
あ
る
。
右
側
面
に
は
「
明
治

領
家
の
大
山
灯
籠
行
事

保
持
団
体　

領
家
地
区

笹竹を立てる(写真23)

お供え(写真24)
領家の大山灯籠
(写真22)
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そ
く
で
火
を
灯
す
。
こ
の
当
番
も
、
同
じ
く
年
番
の
各
地
区
の
若
頭
二
人

が
持
ち
回
り
で
行
っ
て
い
る
。

　

火
袋
の
正
面
に
「
天
狗
の
団
扇
」、
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
「
日
」・「
月
」
の

透
か
し
彫
り
が
あ
る
。
竿
部
正
面
に
は
「
大
山
石
尊
大
権
現
」
と
大
き
く

刻
ま
れ
、
基
礎
正
面
に
「
畔
吉
村
中
」
と
あ
る
。
背
面
に
は
、「
元
治
元

(

一
八
六
四)

年
子
歳
六
月
吉
日
」
の
紀
年
銘
と
製
作
石
工
で
あ
る
「
上

尾
宿
石
工
伊
三
郎
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

【
設
営
】

　

灯
籠
を
囲
む
よ
う
に
四
隅
に
金
棒
を
打
ち
込
み
、
そ
れ
を
支
え
に
竹
を

立
て
る
。竹
は
根
本
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
程
度
の
と
こ
ろ
ま
で
枝
を
落
と
し
、

そ
こ
に
荒
縄
を
二
重
に
張
る
。
張
っ
た
荒
縄
に
八
丁
注
連
を
四
面
に
各
二

枚
飾
り
付
け
る
。
次
に
火
袋
の
窓
四
面
に
半
紙
を
貼
る
。
な
お
、
ろ
う
そ

く
を
入
れ
る
口
は
、
上
部
だ
け
を
糊
付
け
す
る
。

【
灯
籠
倒
し
】

　

灯
籠
始
め
か
ら
約
一
週
間
後
、
灯
籠
を
倒
す
。
平
成
二
十
五
年
度
は
、

八
月
四
日
に
行
っ
た
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

畔
吉
地
区
に
は
、
諏
訪
神
社
の
境
内
に
、
木
製
の
灯
籠
で
は
な
く
、
石

灯
籠
が
常
設
さ
れ
て
い
る
。

　

畔
吉
東
部
・
前
原
・
新
田
・
雲
雀
の
四
区
か
ら
、
各
二
人
の
若
頭
の
年

番
が
選
ば
れ
、
合
計
八
人
で
行
事
を
行
う
。
畔
吉
諏
訪
神
社
で
は
、
石
尊

様
灯
籠
と
呼
ん
で
い
る
。

【
灯
籠
始
め
】

　

七
月
二
十
七
日
の
朝
に
「
石
尊
様
灯
籠
始
め
」
と
し
て
、
大
山
灯
籠
行

事
を
行
う
。
ま
た
、
さ
さ
ら
獅
子
舞
の
獅
子
頭
や
衣
装
の
土
用
干
し
も
同

時
に
行
っ
て
い
る
。
灯
籠
を
立
て
た
後
は
、
慰
労
会
が
開
か
れ
る
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

領
家
地
区
同
様
に
、
石
灯
籠
が
常
設
さ
れ
て
い
る
た
め
、
立
て
る
作
業

は
な
い
。
灯
明
は
、
灯
籠
始
め
か
ら
灯
籠
倒
し
ま
で
の
間
、
毎
夕
、
ろ
う

畔
吉
の
大
山
灯
籠
行
事

畔
吉
諏
訪
神
社

畔吉の大山灯籠(写真25)

注連縄を張る(写真26)

半紙を貼る(写真27)
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さ
せ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
町
会
の
役
員
が
交
代
で
ろ
う
そ
く
に
火
を
灯

し
て
い
た
。

【
設
営
】

　

町
谷
区
公
民
館
敷
地
内
に
立
て
る
。
灯
籠
を
立
て
る
穴
は
常
設
さ
れ
、

普
段
は
蓋
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
灯
籠
を
囲
む
よ
う
に
、
竹
を
四
方
に
立

て
る
。
竹
は
お
お
よ
そ
三
メ
ー
ト
ル
の
孟
宗
竹
を
使
用
し
、
近
く
の
住
人

か
ら
貰
い
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
囲
ん
だ
竹
の
下
部
に
は
、
適
当
な
長
さ

に
切
り
、細
く
割
っ
た
竹
を
複
雑
に
縛
り
付
け
て
囲
い
を
作
る
（
写
真
30
）。

竹
に
注
連
縄
を
張
り
、
紙
垂
を
付
け
て
、
灯
籠
の
竿
の
中
心
辺
り
に
御
幣

を
固
定
す
る
。

　

な
お
、
紙
垂
は
神
社
か
ら
貰
い
受
け
る
の
で
は
な
く
、
当
日
公
民
館
に

て
作
成
す
る
（
写
真
29
）。

【
石
尊
講
仕
舞
い
】

　

八
月
十
七
日
を
「
石
尊
講
仕
舞
い
」
と
い
い
、
灯
籠
を
片
付
け
る
日
で

あ
る
。
灯
籠
を
立
て
た
時
と
同
様
に
、
午
前
中
に
役
員
が
集
ま
り
行
う
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

町
谷
地
区
で
は
、
現
在
、
町
内
会
で
あ
る
町
谷
区
で
大
山
灯
籠
行
事
を

行
っ
て
い
る
。
大
山
灯
籠
の
こ
と
は
石
尊
様
、
石
尊
講
と
呼
ん
で
い
る
。

か
つ
て
講
で
あ
っ
た
こ
ろ
は
、大
山
阿
夫
利
神
社
に
代
参
を
し
て
い
た
が
、

現
在
は
行
っ
て
い
な
い
。
も
と
も
と
は
古
く
か
ら
の
農
家
が
行
っ
て
い
た

も
の
を
、
四
十
年
程
前
か
ら
区
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

【
石
尊
様
】

　

七
月
二
十
六
日
を
「
石
尊
様
」
と
い
い
、
灯
籠
を
立
て
る
日
で
あ
る
。

現
在
で
は
、
七
月
二
十
六
日
よ
り
後
に
立
て
る
こ
と
も
あ
る
。
当
日
の
午

前
中
に
、
町
内
会
の
役
員
が
二
十
人
ほ
ど
で
行
い
、
立
て
た
後
は
、
公
民

館
で
懇
親
会
が
行
わ
れ
る
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
あ
る
。
灯
明
は
、
現
在
電
球
を
自
動
点
灯

町
谷
の
大
山
灯
籠
行
事

保
持
団
体　

町
谷
区

町谷の大山灯籠(写真28)

御幣、注連縄の紙垂を作る(写真29)

竿に御幣を縛り付け、
割竹で囲いを作る
(写真30)
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【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

箕
の
木
地
区
で
は
、
現
在
、
町
内
会
で
あ
る
箕
の
木
区
で
大
山
灯
籠
行

事
を
行
っ
て
い
る
。
灯
籠
行
事
は
、
祭
典
委
員
長
の
区
長
の
も
と
に
、
一

年
交
代
で
選
出
さ
れ
る
祭
典
委
員
が
行
う
。

　

ま
た
、
箕
の
木
全
体
で
祀
る
神
社
と
し
て
浅
間
社
が
あ
り
、
そ
の
境
内

に
山
王
社
が
あ
る
。
八
月
第
一
土
曜
日
は
、
山
王
社
の
祭
礼
日
で
あ
る
。

【
灯
籠
立
て
】

　

七
月
一
日
を
「
灯
籠
立
て
」
と
い
い
、
灯
籠
を
立
て
る
日
と
決
ま
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
灯
籠
を
立
て
る
の
は
、
七
月
一
日
よ
り
前
の
土

曜
日
か
日
曜
日
の
午
前
中
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
二
十
五
年
度
は
六
月

三
十
日
に
行
っ
た
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
造
の
組
立
式
で
あ
る
。
灯
明
は
、
灯
籠
を
納
め
る
八
月
七

箕
の
木
の
大
山
灯
籠
行
事

箕
の
木
区
祭
典
委
員
会

日
ま
で
の
間
、
毎
晩
午
後
七
時
か
ら
九
時
ま
で
、
電
球
で
明
か
り
を
灯
し

て
い
る
。
灯
す
の
は
、
箕
の
木
地
区
約
四
八
十
軒
の
家
々
で
、
一
晩
一
世

帯
が
交
代
し
な
が
ら
行
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
灯
明
皿
、
そ
の
後
に
は
ろ

う
そ
く
を
使
用
し
て
い
た
。
な
お
、
灯
籠
本
体
は
平
成
二
十
三
年
度
に
改

修
さ
れ
て
い
る
。

【
設
営
】

　

浅
間
社
の
境
内
、公
民
館
の
脇
に
正
面
が
東
側
を
向
く
よ
う
に
立
て
る
。

祭
典
委
員
は
、
竹
を
切
る
班
と
、
灯
籠
を
立
て
る
班
に
分
か
れ
て
、
立
て

始
め
る
。
竹
は
、
神
社
の
南
側
の
竹
や
ぶ
か
ら
伐
採
す
る
。
な
お
、
灯
籠

を
立
て
る
穴
は
常
設
さ
れ
、
普
段
は
蓋
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
灯
籠
を
立

て
た
ら
、
高
さ
を
揃
え
た
竹
を
、
灯
籠
を
囲
む
よ
う
に
四
方
に
立
て
、
注

連
縄
を
張
る
。
ま
た
、
灯
籠
竿
の
下
部
に
は
御
幣
を
飾
り
付
け
る
。
設
営

が
終
わ
る
と
、
塩
と
米
、
御
神
酒
を
供
え
、
後
に
直
会
を
す
る
。
そ
の
後
、

公
民
館
で
昼
食
と
な
る
。

【
灯
籠
納
め
】

　

八
月
七
日
よ
り
後
の
土
曜
日
か
日
曜
日
に
納
め
る
。
平
成
二
十
五
年
度

は
八
月
十
日
に
行
っ
た
。

設営状況(写真32)

拝礼、直会(写真33)
箕の木の大山灯籠
(写真31)
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が
、
昭
和
五
十
年
代
に
は
、
古
く
か
ら
上
新
梨
子
に
住
む
家
で
構
成
さ
れ

る
農
家
組
合
員
が
毎
日
順
番
で
ろ
う
そ
く
に
火
を
灯
し
て
い
た
。

【
設
営
】

　

上
新
梨
子
集
会
所
の
敷
地
内
に
立
て
る
。
竿
を
立
て
る
穴
を
掘
り
、
灯

籠
を
立
て
る
。
灯
籠
を
囲
む
よ
う
に
、
竹
を
四
方
に
立
て
、
注
連
縄
を
張

り
、
紙
垂
を
飾
り
付
け
、
御
幣
を
竿
に
固
定
す
る
。

　

な
お
、
灯
籠
の
竿
は
平
成
二
十
五
年
度
に
新
調
し
て
い
る
。

【
灯
籠
納
め
】

　

八
月
中
旬
の
盆
明
け
の
休
日
に
「
灯
籠
納
め
」
と
い
っ
て
灯
籠
を
片
付

け
る
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

上
新
梨
子
地
区
で
は
、
古
く
か
ら
上
新
梨
子
に
住
む
二
十
五
軒
ほ
ど
の

家
で
大
山
灯
籠
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
農
家
組
合
の
範
囲
内
で
あ

り
、
実
際
に
は
上
新
梨
子
区
農
家
組
合
の
行
事
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
大
山
灯
籠
の
こ
と
は
「
灯
籠
」
と
呼
ぶ
。
灯
籠
始
め
や
灯
籠
納
め

は
、
農
家
組
合
長
と
副
組
合
長
の
二
人
が
中
心
に
行
っ
て
い
る
。

【
灯
籠
始
め
】

　

七
月
二
十
五
日
前
後
の
土
曜
日
の
早
朝
に
灯
籠
を
立
て
る
。
そ
し
て
、

翌
日
の
日
曜
日
が
「
灯
籠
始
め
」
と
な
る
。
灯
籠
を
立
て
た
後
の
懇
親
会

は
行
っ
て
い
な
い
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
あ
る
。
灯
明
は
、
灯
籠
を
立
て
て
い
る
期

間
中
は
、
灯
籠
の
中
の
電
球
を
点
灯
し
て
お
く
。
現
在
、
灯
明
番
は
な
い

上
新
梨
子
の
大
山
灯
籠
行
事

上
新
梨
子
区
農
家
組
合

上新梨子の大山灯籠(写真34)

穴を掘る(写真35)

灯籠納め(写真36)
灯籠を解体し、倉庫に片付ける
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【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

西
門
前
地
区
で
は
、
古
く
は
原
組
、
中
原
、
上
組
で
そ
れ
ぞ
れ
大
山
灯

籠
行
事
を
行
っ
て
き
た
。
現
在
で
は
、
原
組
（
現
在
の
西
門
前
の
一
班
）

を
中
心
と
し
た
家
々
の
み
で
行
っ
て
い
る
た
め
、
保
持
団
体
で
あ
る
大
山

灯
籠
保
存
会
は
十
軒
の
家
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、西
門
前
の
大
山
灯
籠
は
、庚
申
塔
の
隣
に
立
て
る
こ
と
か
ら
「
庚

申
様
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

【
灯
籠
始
め
】

　

七
月
二
十
六
日
を
「
灯
籠
始
め
」と
い
い
、夕
方
に
保
存
会
員
が
集
ま
っ

て
灯
籠
を
立
て
る
。
灯
籠
を
立
て
た
後
は
、
懇
親
会
が
行
わ
れ
る
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
金
属
製
の
火
袋
と
木
製
の
竿
の
組
立
式
で
あ
る
。
灯
明
は
ろ

う
そ
く
で
あ
り
、
灯
籠
を
立
て
て
い
る
期
間
は
、
保
存
会
員
で
順
番
を
決

西
門
前
の
大
山
灯
籠
行
事

西
門
前
大
山
灯
籠
保
存
会

め
て
毎
晩
、
火
を
灯
し
て
い
る
。

【
設
営
】

　

灯
籠
は
、
庚
申
塔
の
隣
に
立
て
る
。
灯
籠
を
立
て
る
穴
は
常
設
さ
れ
、

普
段
は
石
柱
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
竿
を
立
て
、火
袋
を
設
置
し
、

次
に
四
方
に
竹
を
立
て
、
注
連
縄
を
張
る
の
と
同
時
に
竹
を
火
袋
に
固
定

す
る
。
注
連
縄
に
紙
垂
を
飾
り
付
け
、
庚
申
塔
の
覆
屋
の
柱
に
御
幣
を
立

て
、
灯
籠
の
下
に
御
神
酒
を
供
え
る
。
火
を
灯
し
、
保
存
会
員
が
一
人
ず

つ
拝
礼
を
行
う
。
な
お
、
使
用
す
る
竹
は
、
庚
申
塔
の
あ
る
家
の
裏
山
の

も
の
を
使
用
す
る
。

【
灯
籠
じ
ま
い
】

　

灯
籠
を
片
付
け
る
の
は
八
月
十
七
日
で
「
灯
籠
じ
ま
い
」
と
い
う
。
灯

籠
始
め
同
様
に
保
存
会
員
が
集
ま
っ
て
行
い
、終
了
後
に
懇
親
会
が
あ
る
。

火袋に竹を固定する(写真38)

火を灯し、拝礼をする
(写真39)

西門前の大山灯籠
(写真37)
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【
設
営
】

　

北
中
地
交
差
点
の
北
に
あ
る
庚
申
塔
の
傍
ら
に
立
て
る
。
灯
籠
を
立
て

る
穴
は
常
設
さ
れ
、
普
段
は
蓋
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
灯
籠
を
立
て
、
竿

の
中
央
あ
た
り
に
御
幣
を
縛
り
付
け
、
固
定
す
る
。
灯
籠
を
囲
む
よ
う
に

四
方
に
竹
を
立
て
、
注
連
縄
を
張
り
、
紙
垂
を
飾
り
付
け
る
。

【
灯
籠
仕
舞
い
】

　

灯
籠
を
片
付
け
る
こ
と
を
「
灯
籠
仕
舞
い
」
と
い
う
。
八
月
十
六
日
に

灯
籠
始
め
同
様
に
、
当
番
組
が
集
ま
っ
て
行
う
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

菅
谷
地
区
は
、
下
組
、
北
中
地
、
新
田
、
上
組
の
四
つ
の
組
か
ら
構
成

さ
れ
る
。
大
山
灯
籠
行
事
は
、
そ
の
年
の
当
番
組
が
行
っ
て
い
る
。
当
番

組
は
当
番
中
と
も
い
わ
れ
、
大
山
灯
籠
行
事
の
ほ
か
、
菅
谷
地
区
全
体
の

行
事
を
担
当
し
て
い
る
。
大
山
灯
籠
は
、「
灯
籠
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
行

事
は
、当
番
組
の
班
か
ら
選
出
さ
れ
る
祭
典
委
員
が
中
心
に
な
っ
て
行
い
、

平
成
二
十
五
年
度
は
下
組
が
担
当
し
た
。

【
灯
籠
始
め
】

　

灯
籠
を
立
て
る
こ
と
を
「
灯
籠
始
め
」
と
い
う
。
七
月
二
十
六
日
の
夕

方
に
、
当
番
組
が
集
ま
っ
て
行
う
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
あ
る
。
灯
明
は
、
電
球
を
自
動
点
灯
し
て

い
る
。

菅
谷
の
大
山
灯
籠
行
事

下
組
区
・
北
中
地
区
・
新
田
区
・
上
組
区

菅谷の大山灯籠(写真40)

竹を立て、注連縄を張る(写真42)

灯籠を立てる(写真41)
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【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
あ
る
。
灯
明
は
、
古
く
は
講
中
が
順
番

で
毎
晩
ろ
う
そ
く
の
火
を
灯
し
て
き
た
が
、
現
在
は
電
球
を
自
動
点
灯

し
て
い
る
。

【
設
営
】

　

須
ケ
谷
の
鎮
守
で
あ
る
、
第
六
天
神
社
の
境
内
に
灯
籠
を
立
て
る
。

灯
籠
を
立
て
る
穴
は
常
設
さ
れ
、
普
段
は
蓋
で
閉
じ
て
い
る
。
ま
ず
、

竿
を
立
て
、
火
袋
を
載
せ
る
。
次
に
灯
籠
を
囲
む
よ
う
に
、
竹
を
四
方

に
立
て
、
そ
の
竹
に
注
連
縄
を
張
る
。
注
連
縄
に
紙
垂
を
飾
り
付
け
、

設
営
を
終
え
る
と
拝
礼
を
行
う
。

【
灯
籠
倒
し
】

　

八
月
十
七
日
の
昼
過
ぎ
に
「
灯
籠
倒
し
」
と
い
い
、灯
籠
を
片
付
け
る
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

須
ケ
谷
地
区
で
は
、
大
山
講
が
大
山
灯
籠
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
大
山

講
の
講
中
は
、
第
六
天
神
社
の
氏
子
会
員
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
た
め
、

実
際
は
氏
子
会
員
が
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
大
山
阿
夫
利
神
社
へ
の
代
参

は
、
こ
れ
ま
で
毎
年
行
っ
て
き
た
が
、
平
成
十
八
年
以
降
休
止
し
て
い
る
。

か
つ
て
は
、
講
中
で
く
じ
引
き
を
し
て
代
参
者
を
決
め
て
い
た
。
番
号
が

書
か
れ
た
竹
製
の
く
じ
を
順
番
に
引
い
て
い
き
、
最
後
に
残
っ
た
番
号
の

前
後
の
二
人
が
代
参
に
行
っ
て
い
た
。

【
灯
籠
立
て
】

　

七
月
二
十
六
日
の
昼
過
ぎ
に
「
灯
籠
立
て
」
と
い
い
、
灯
籠
を
立
て
る
。

現
在
は
、
講
中
の
う
ち
、
神
社
総
代
を
含
む
数
人
で
灯
籠
立
て
を
行
っ
て

い
る
。

須
ケ
谷
の
大
山
灯
籠
行
事

第
六
天
神
社

須ケ谷の大山灯籠(写真43)

灯籠を囲むように、竹を立てる
(写真44)

拝礼(写真45)
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【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
あ
る
。
灯
明
は
、
電
球
で
自
動
点
灯
し
て

い
る
。

【
設
営
】

　

地
頭
方
の
薬
師
堂
の
境
内
の
前
に
立
て
る
。
氷
川
神
社
で
の
祭
礼
終
了

後
、
薬
師
堂
境
内
に
移
動
し
、
灯
籠
行
事
を
始
め
る
。
灯
籠
を
立
て
る
穴

は
常
設
さ
れ
、
普
段
は
蓋
で
閉
じ
て
あ
る
。
最
初
に
灯
籠
を
立
て
、
次
に

灯
籠
を
囲
む
よ
う
に
、
四
方
に
竹
を
立
て
る
。
竹
に
注
連
縄
を
二
重
に
張

り
、
紙
垂
を
飾
り
付
け
、
火
袋
の
中
に
御
幣
を
立
て
る
。
電
球
を
点
灯
さ

せ
、
拝
礼
を
す
る
。
な
お
、
御
幣
は
、
神
職
か
ら
貰
い
受
け
て
い
る
。

【
灯
籠
倒
し
】

　

八
月
十
五
日
の
午
前
中
に
灯
籠
を
倒
す
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

地
頭
方
地
区
で
は
、
大
山
灯
籠
の
こ
と
を
石
尊
様
と
呼
ぶ
。
地
頭
方
の

神
社
や
寺
の
祭
事
を
行
う
地
頭
方
氏
子
会
の
年
番
が
担
当
し
、
薬
師
堂
の

境
内
で
大
山
灯
籠
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
現
在
、
氏
子
会
は
、
二
十
八
軒

で
あ
る
。
年
番
は
四
人
で
、
毎
年
交
代
す
る
の
で
七
年
に
一
度
、
当
番
が

回
っ
て
く
る
。
地
頭
方
地
区
で
は
、
毎
年
四
月
半
ば
、
大
山
阿
夫
利
神
社

に
代
参
者
を
出
す
大
山
講
が
あ
っ
た
が
、
御
師
が
宿
坊
を
続
け
ら
れ
な
く

な
っ
た
た
め
、
平
成
十
八
年
ご
ろ
に
休
止
し
て
い
る
。

【
灯
籠
立
て
】

　

七
月
二
十
二
日
は
地
頭
方
氷
川
神
社
の
祭
礼
の
日
で
あ
り
、
祭
礼
終
了

後
の
昼
過
ぎ
に
立
て
る
。
灯
籠
を
立
て
た
後
は
、
公
民
館
で
懇
親
会
が
行

わ
れ
る
。

地
頭
方
の
大
山
灯
籠
行
事

地
頭
方
氷
川
神
社
氏
子
会

地頭方の大山灯籠(写真46)

竿を立て、火袋を載せる(写真47)

竹に注連縄を巡らせ、
紙垂を飾る
(写真48)
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点
灯
と
消
灯
を
行
う
の
は
、灯
明
番
で
あ
る
。
灯
明
番
は
一
晩
で
交
代
し
、

灯
籠
番
と
同
じ
よ
う
に
旧
大
山
講
の
講
員
の
家
を
家
並
み
順
に
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。灯
明
番
の
家
に
は
、「
大
山　

阿
夫
利
神
社　

御
神
燈
番
」

と
墨
書
さ
れ
た
板
を
回
し
て
い
る
。

【
設
営
】

　

現
在
は
、
稲
荷
神
社
境
内
に
立
て
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
神
社
に
向
か

う
道
路
沿
い
に
あ
る
幟
枠
付
近
に
灯
籠
を
立
て
て
い
た
。神
社
境
内
に
は
、

昭
和
四
十
年
代
以
降
に
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

灯
籠
と
竹
を
立
て
る
穴
を
掘
り
、
次
に
灯
籠
を
神
社
裏
に
あ
る
倉
庫
か

ら
出
し
、
清
掃
す
る
。
灯
籠
の
竿
、
笹
竹
の
支
え
を
立
て
、
火
袋
を
載
せ

る
。
灯
籠
を
囲
む
よ
う
に
、
四
方
に
竹
を
立
て
、
注
連
縄
を
二
重
に
張
り
、

紙
垂
を
飾
り
付
け
る
。

　

ま
た
、
灯
籠
の
中
に
幣
束
を
納
め
る
。
こ
の
幣
束
と
紙
垂
は
、
七
月
中
旬

の
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
祇
園
祭
の
際
に
、
神
職
か
ら
貰
い
受
け
て
い
る
。

【
灯
籠
仕
舞
い
】

　

灯
籠
を
倒
す
こ
と
を
「
灯
籠
仕
舞
い
」
と
い
う
。、
八
月
十
八
日
の
朝

に
行
う
。
こ
の
と
き
、
稲
荷
神
社
の
清
掃
も
行
う
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

向
山
の
本
村
地
区
で
は
、
古
く
か
ら
住
む
人
た
ち
で
構
成
さ
れ
る
向
山

氏
子
会
の
本
村
地
区
の
家
が
中
心
と
な
り
、
大
山
灯
籠
行
事
を
行
っ
て
い

る
。
本
来
、
大
山
講
の
行
事
で
あ
り
、
現
在
は
代
参
を
休
止
し
て
い
る
が
、

か
つ
て
は
大
山
講
の
講
員
の
中
か
ら
四
人
く
ら
い
が
代
参
し
て
い
た
。

　

大
山
灯
籠
の
こ
と
は
「
灯
籠
」
と
呼
ん
で
い
る
。
灯
籠
番
は
、
旧
大
山

講
の
講
員
の
家
並
み
順
に
五
軒
ず
つ
が
一
年
交
代
で
担
当
し
て
い
る
。

【
石
尊
様
灯
籠
立
て
】

　

灯
籠
を
立
て
る
こ
と
を
「
石
尊
様
灯
籠
立
て
」
と
い
う
。
七
月
二
十
四

日
の
朝
に
行
う
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
あ
る
。
灯
明
は
、
電
球
で
あ
り
、
七
月

二
十
五
日
か
ら
八
月
十
七
日
ま
で
、夕
方
か
ら
翌
朝
ま
で
明
か
り
を
灯
す
。

向
山
本
村
の
大
山
灯
籠
行
事

保
持
団
体　

向
山
氏
子
会
（
本
村
地
区
）

灯籠を立てる穴を掘る(写真50)

注連縄を張り、紙垂を飾る
(写真51)

向山本村の大山灯籠
(写真49)
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番
を
し
て
い
る
。
灯
明
番
は
、
お
賽
銭
を
あ
げ
て
、
灯
明
を
あ
げ
た
こ
と

に
し
て
い
る
。

【
設
営
】

　

新
田
地
区
の
庚
申
塔
の
隣
に
立
て
る
。
灯
籠
を
立
て
る
穴
を
掘
り
、
竿

を
立
て
、
そ
の
上
に
火
袋
を
載
せ
る
。
他
の
地
区
の
よ
う
に
、
四
方
に
竹

を
立
て
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、
火
袋
の
下
部
に
直
接
、
注
連
縄
を
巻
い

て
張
る
。
注
連
縄
に
紙
垂
を
飾
り
付
け
、
御
幣
を
火
袋
の
中
に
立
て
る
。

【
灯
籠
倒
し
】

　

灯
籠
を
片
付
け
る
こ
と
を
「
灯
籠
倒
し
」
と
い
う
。
八
月
十
七
日
の
朝

に
行
う
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

向
山
の
新
田
地
区
で
は
、
古
く
か
ら
住
む
人
々
で
構
成
さ
れ
る
向
山
氏

子
会
の
新
田
地
区
の
家
が
中
心
と
な
り
、大
山
灯
籠
行
事
を
行
っ
て
い
る
。

本
来
、
大
山
講
の
行
事
で
あ
り
、
現
在
は
代
参
を
休
止
し
て
い
る
が
、
か

つ
て
は
初
午
の
時
に
く
じ
を
引
い
て
代
参
者
を
決
め
て
い
た
。

　

大
山
灯
籠
の
こ
と
は
「
灯
籠
」
と
呼
ん
で
い
る
。

【
灯
籠
立
て
】

　

灯
籠
を
立
て
る
こ
と
を
「
灯
籠
立
て
」
と
い
う
。
七
月
二
十
五
日
の
朝

に
行
う
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
あ
る
。
灯
明
は
、
か
つ
て
は
ろ
う
そ
く
で

あ
っ
た
が
、
現
在
は
暗
く
な
る
と
セ
ン
サ
ー
で
自
動
点
灯
す
る
電
球
を

使
っ
て
い
る
。
立
て
て
い
る
期
間
は
、
氏
子
会
の
会
員
が
戸
別
順
に
灯
明

向
山
新
田
の
大
山
灯
籠
行
事

保
持
団
体　

向
山
氏
子
会
（
新
田
地
区
）

灯籠を立てる穴を掘る(写真53)

注連縄を火袋に巻き付け、
紙垂を飾る(写真54)

向山本村の大山灯籠
(写真52)
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代
に
火
災
が
起
こ
っ
た
た
め
、
そ
の
後
は
安
全
な
電
球
に
な
っ
た
。
さ
ら

に
そ
の
前
に
は
、
灯
明
皿
で
火
を
灯
し
て
い
た
と
い
う
。
灯
籠
を
立
て
て

い
る
間
は
、
年
行
事
の
当
番
に
よ
っ
て
、
毎
晩
点
灯
を
し
て
い
る
。

【
設
営
】

　

堤
崎
愛
宕
神
社
の
本
殿
東
側
に
、正
面
が
大
山
を
向
く
よ
う
に
立
て
る
。

始
め
に
、
灯
籠
を
立
て
る
穴
を
掘
り
、
灯
籠
を
囲
む
よ
う
に
四
本
の
竹
を

立
て
る
。
次
に
、
竹
に
注
連
縄
を
張
り
、
紙
垂
を
飾
り
付
け
、
御
幣
を
火

袋
の
中
に
立
て
る
。
火
袋
の
中
に
は
、
御
幣
の
ほ
か
に
、
か
つ
て
使
用
し

て
い
た
灯
明
皿
と
ろ
う
そ
く
が
置
か
れ
て
い
る
。

【
灯
籠
倒
し
】

　

八
月
十
日
に
片
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
地
域
で
行
っ
て
い
る
よ
う

な
灯
籠
立
て
や
灯
籠
倒
し
の
後
の
懇
親
会
は
、堤
崎
で
は
行
っ
て
い
な
い
。

【
大
山
講
と
大
山
灯
籠
】

　

堤
崎
地
区
で
は
、地
区
の
祭
事
を
行
う
当
番
で
あ
る
年
行
事
を
中
心
に
、

愛
宕
神
社
の
境
内
で
大
山
灯
籠
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
大
山
灯
籠
の
こ
と

は
石
尊
様
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
年
行
事
の
当
番
は
毎
年
五
人
ず
つ
が
交

代
し
て
行
う
。
昭
和
二
、三
十
年
代
か
ら
代
参
に
は
行
か
な
く
な
っ
た
が
、

代
参
を
行
っ
て
い
た
時
期
に
は
、
く
じ
で
選
ば
れ
た
二
、三
人
が
日
帰
り

で
代
参
し
て
い
た
。

【
灯
籠
立
て
】

　

七
月
二
十
四
日
に
灯
籠
を
立
て
る
。
本
来
、
堤
崎
愛
宕
神
社
の
祭
礼
の

日
で
あ
り
、
祭
礼
終
了
後
の
昼
過
ぎ
に
大
山
灯
籠
行
事
を
行
う
。

【
構
造
と
灯
明
】

　

灯
籠
は
、
木
製
の
組
立
式
で
あ
る
。
灯
明
は
、
現
在
、
電
球
を
点
灯
し

て
い
る
。
か
つ
て
は
、
ろ
う
そ
く
で
火
を
灯
し
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
年

堤
崎
の
大
山
灯
籠
行
事

堤
崎
愛
宕
神
社
氏
子

注連縄を張り、紙垂を飾る
(写真56)

火袋(写真57)
火袋の中には、電球、御幣、ろうそくを
立てたかつての灯明皿がある

堤崎の大山灯籠
(写真55)
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事
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画
制
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尾
市
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形
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俗
文
化
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活
用
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化
実
行
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会
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力　
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会
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力　
　

二
ツ
宮
農
家
組
合　

柏
座
石
尊
講　

谷
津
町
内
会　

中
分
中
組
講
社　

　
　
　
　
　
　
　

天
神
氷
川
八
幡
合
社　

浅
間
台
区
祭
典
部　

弁
財
浅
間
神
社
氏
子
会　

　
　
　
　
　
　
　

領
家
地
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吉
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社　
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箕
の
木
区
祭
典
委
員
会　

上
新
梨
子
区
農
家
組
合

　
　
　
　
　
　
　

西
門
前
大
山
灯
籠
保
存
会　

菅
谷
（
下
組
区
・
北
中
地
区
・
新
田
区
・
上
組
区
）　

第
六
天
神
社　

　
　
　
　
　
　
　

地
頭
方
氷
川
神
社
氏
子
会　

向
山
氏
子
会
（
本
村
地
区
・
新
田
地
区
）　

堤
崎
愛
宕
神
社
氏
子　

　

映
像
記
録　
　
「
大
山
灯
籠
―
伝
統
の
と
も
し
び
―
」

　
　
　
　
　
　
　

「
大
山
信
仰
―
上
尾
市
域
の
大
山
講
と
先
導
師
の
き
ず
な
―
」

　
　

製　
　

作　
　

株
式
会
社
Ｃ
Ｎ
イ
ン
タ
ー
ボ
イ
ス　

　
　

演　
　

出　
　

草
野
陽
花

　
　

撮　
　

影　
　

平
尾
恭
一
・
白
岩
卓　

　
　

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン　
　

平
野
義
和

　
　

制　
　

作　
　

宮
野
隆
博

　

解
説
冊
子　
　
「
上
尾
の
大
山
灯
籠
行
事
」

　
　

執　
　

筆　
　

関
孝
夫
・
佐
藤
周
平
（
上
尾
市
教
育
委
員
会
）

　

監
修
・
製
作
指
導　
　

関
孝
夫
（
上
尾
市
教
育
委
員
会
）

　

参
考
文
献

関
孝
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「
第
四
章　

信
仰
」『
上
尾
市
史　

第
十
巻　

別
冊
３　

民
俗
』　

上
尾
市
教
育
委
員
会　

平
成
十
四
年



平
成
二
十
五
年
度　

文
化
庁　

文
化
遺
産
を
活
か
し
た
地
域
活
性
化
事
業

上
尾
の
大
山
灯
籠
行
事

　

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

　
　

発　

行　
　

上
尾
市
無
形
民
俗
文
化
財
活
用
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化
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行
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会
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業
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式
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社
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